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小金井市立小・中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書の 

医療機関への配置について 

 

 

日頃より小金井市の教育施策にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

小金井市立小・中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書（以下

「証明書」という。）を、小金井市医師会所属の医療機関へ配置いたしますので、お知

らせいたします。 

 

１ 経緯 

児童生徒が手足口病、溶連菌感染症等、所定の感染症に罹患した場合、学校へは出

席停止の扱いとなります。出席停止後の登校の際は、主治医と御相談のうえ、小金井

市立小・中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書（以下「証明書」

という。）を学校に提出する必要があります。 

今までは、児童生徒が体調を崩して小金井市医師会所属医療機関（以下「医療機関」

という。）に行き、そこで初めて感染症罹患と診断された場合、学校へ証明書を取りに

行き、再度医療機関に証明書を書いてもらいに行く必要がありました。 

そこで、児童生徒が医療機関を受診し、感染症罹患と診断された場合、すぐに証明

書を発行できるように、医療機関に証明書を配置することにいたしました。 

 

 

２ 配置日 

 令和６年１２月２日（月）から順次配置 

 

 

 

 



３ その他 

 ・ 児童生徒が感染症に罹患して小金井市医師会所属の医療機関に行く場合、念の

ため事前に証明書が医療機関に設置済みであることをご確認ください。 

 ・ 小金井市ホームページにも掲載しています。 

 

 

 

 

【問合先】 

小金井市教育委員会 

学校教育部学務課保健給食係 

電話 ０４２－３８７－９８７４ 


